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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の長尺の板状部材が、互いに一方の面が対向するように配置されているとともに、
一対の前記板状部材の一端部において互いに結合され、前記一端部を支点として対向する
内側面が開閉自在とされている医療用器具であって、
　対向するそれぞれの内側面に、断面形状が円弧状の溝が綾目配設されており、前記溝に
よって区切られた第１の突起が複数整列配置された挟持部を構成し、
　前記溝は、曲率半径が０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下であり、
　前記第１の突起は、円弧状の稜線を有し、かつ、平坦な頂点部を有する錐体形状であり
、
　前記挟持部の前記第１の突起が、閉鎖状態において、対向する前記挟持部の前記溝内に
挿嵌されて、前記溝の底面と前記突起の前記頂点部との間に空隙を維持したまま噛み合う
ことを特徴とする医療用器具。
【請求項２】
　前記板状部材の外側面の少なくとも一部に把持部が設けられており、この把持部には突
条および錐体状の第２の突起のうちの少なくともいずれか一方が設けられていることを特
徴とする請求項１に記載の医療用器具。
【請求項３】
　前記第１の突起の表面に、前記板状部材の長手方向と平行に二つの突条部が対向配置さ
れていることを特徴とする請求項１または２に記載の医療用器具。
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【請求項４】
　前記医療用器具が攝子、鉗子、および内視鏡用鉗子からなる群より選択される少なくと
も一種であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の医療用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外科手術等の際に、臓器および血管等の組織等を把持、固定するために使用
する医療用器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療用攝子いわゆるピンセットおよび医療用鉗子は、外科手術等の際に、臓器および血
管等の組織等を把持、固定する医療用器具である。また、医療用鉗子については、臓器に
つながる主要な血管をクリッピングして、血流を遮断する用途にも用いられている。
【０００３】
　これらの医療用器具には、臓器や血管等の組織を傷つけることなく、確実に把持可能で
あることが求められている。特に、医療用攝子については、肺表面等を覆う薄い胸膜や、
血管鞘と呼ばれる血管表面の薄い膜組織を把持可能であることが求められている。
【０００４】
　図１４に示したように、従来の医療用攝子１１１では、一対の長尺の板状部材１１２ａ
、１１２ｂが、互いに一方の面１１３ａ、１１３ｂが対向するように一端において結合さ
れ、当該結合端部１１４を支点として対向する面１１３ａ、１１３ｂが開閉自在とされて
いる。ただ、その先端部１１５である挟持部１１６においては、対向するそれぞれの内側
面１１６ａ、１１６ｂが平滑であるため、表面が滑りやすい臓器や組織を把持する場合、
それらの把持、固定が不安定となるおそれがあった。
【０００５】
　また、図１５に示したように、従来の医療用鉗子１２１としては、例えば、略中央部１
２２が軸１２３を介して連結され、その軸１２３回りに揺動自在な一対の板状部材１２４
ａ、１２４ｂを有し、板状部材１２４ａ、１２４ｂの一方の端部に挟持部１２５が設けら
れ、他方の端部に挟持部１２５を開閉操作するためのハンドル部１２６が形成された鋏状
の鉗子が例示される。この医療用鉗子１２１においては、臓器や組織等を滑りにくくする
ことを目的として、挟持部１２５の対向する面１２５ａ、１２５ｂに、鉗子の長手方向と
直行する短手方向と平行な向きに突条が形成されている。しかしながら、依然として、満
足のゆく滑りにくさは得られず、臓器や組織、血管の把持、固定が不安定となるおそれが
あった。
【０００６】
　このような問題を解決することを目的として、これまでにも様々な改良が試みられてお
り、例えば、板状部材の内側面に、筋が設けられた医療用鉗子が提案されている（特許文
献１参照）。
【０００７】
　図１６（Ａ）の概略断面図に示したように、特許文献１の医療用鉗子１３１においては
、一方の板状部材１３２ａの内側面１３３ａに凹部１３４と凸部１３５が交互に形成され
、他方の板状部材１３２ｂの内側面１３３ｂにも凹部１３４と凸部１３５が交互に形成さ
れており、挟持部１３６が閉じられたとき、一方の板状部材１３２ａの内側面１３３ａの
凹部１３４と他方の板状部材１３２ｂの内側面１３３ｂの凸部１３５とが噛み合うように
なっている。さらに、一方の板状部材１３２ａの内側面１３３ａの凹部１３４のそれぞれ
と、それに噛み合う他方の板状部材１３２ｂの内側面１３３ｂの凸部１３５のそれぞれに
は、図１６（Ｂ）の平面図に示すように、互いに噛み合ったときに綾目状になるように斜
めの多数の細い筋１３７ａ、１３７ｂが形成されている。そのため、この医療用鉗子１３
１によれば、血流を容易かつ確実に遮断することができ、しかも鉗子の使用中に人体組織
を傷つけることがないとされている。
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【０００８】
　しかしながら、特許文献１の医療用鉗子１３１においては、図１６（Ｃ）の拡大断面図
に示すように、凹部１３４および凸部１３５が噛み合った場合であっても、一方の板状部
材１３２ａの筋１３７ａと、他方の板状部材１３２ｂの筋１３７ｂとの交点１３８におい
ては、筋１３７ａ、１３７ｂが相互に噛み合うことがなく、これらの交点１３８において
は、筋１３７ａ、１３７ｂが必ずしも把持力の向上に寄与していない側面があった。この
ため、医療用鉗子１３１では、把持力に改善の余地が残されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３１９４８５９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、簡便な構造でありながら
、臓器や組織等を傷つけることなく、確実に把持、固定することができる新規の医療用器
具を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の医療用器具は、上記のとおりの課題を解決するために、一対の長尺の板状部材
が、互いに一方の面が対向するように配置されているとともに、一対の前記板状部材の一
端部において互いに結合され、前記一端部を支点として対向する内側面が開閉自在とされ
ている医療用器具であって、対向するそれぞれの内側面に、断面形状が円弧状の溝が綾目
配設されており、前記溝によって区切られた第１の突起が複数整列配置された挟持部を構
成し、前記溝は、曲率半径が０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下であり、前記第１の突起は、
円弧状の稜線を有し、かつ、平坦な頂点部を有する錐体形状であり、前記挟持部の前記第
１の突起が、閉鎖状態において、対向する前記挟持部の前記溝内に挿嵌されて、前記溝の
底面と前記突起の前記頂点部との間に空隙を維持したまま噛み合うことを特徴としている
。
【００１２】
　また、本発明の医療用器具では、前記板状部材の外側面の少なくとも一部に把持部が設
けられており、この把持部には突条および錐体状の第２の突起のうちの少なくともいずれ
か一方が設けられていることが好ましく考慮される。
【００１４】
　また、本発明の医療用器具では、前記第１の突起の表面に、前記板状部材の長手方向と
平行に二つの突条部が対向配置されていることが好ましく考慮される。
【００１６】
　また、本発明の医療用器具では、医療用器具が攝子、鉗子、および内視鏡用鉗子からな
る群より選択される少なくとも一種であることが好ましく考慮される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、簡便な構造でありながら、臓器や組織等を傷つけることなく、確実に
把持、固定することができる新規の医療用器具を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の医療用器具の一実施形態における分解斜視図である。
【図２】本発明の医療用器具の一実施形態における挟持部の概略平面図である。
【図３】本発明の医療用器具の別の一実施形態における挟持部の概略平面図である。
【図４】図３の挟持部の概略斜視図である。
【図５】図３のＡ－Ａ’断面における概略断面図である。
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【図６】図３の実施形態における挟持部が噛み合っている状態を示した模式図である。ま
た、図中図は、挟持部が噛み合っている状態における溝、第１の突起および空隙の拡大模
式図である。
【図７】本発明の医療用器具を用いて、肺を把持した状態を図示した模式図である。
【図８】本発明の医療用器具を用いて、腸管を把持した状態を図示した模式図である。
【図９】本発明の医療用器具を用いて、肺を覆う胸膜を把持した状態を図示した模式図で
ある。
【図１０】本発明の医療用器具を用いた、血管鞘の把持および、血管鞘の切開を図示した
模式図である。
【図１１】（Ａ）は、本発明の試験例として用いたピンセットの把持部の拡大写真である
。（Ｂ）（Ｃ）は、本発明の試験例として用いたピンセットの挟持部の拡大写真である。
【図１２】（Ａ）は、比較例１として用いたピンセットの把持部の拡大写真である。（Ｂ
）（Ｃ）は、比較例１として用いたピンセットの挟持部の拡大写真である。
【図１３】（Ａ）は、比較例２として用いたピンセットの把持部の拡大写真である。（Ｂ
）（Ｃ）は、比較例２として用いたピンセットの挟持部の拡大写真である。
【図１４】従来の医療用器具の一例として医療用攝子を示した概略斜視図である。
【図１５】従来の医療用器具の一例として医療用鉗子を示した概略平面図である。
【図１６】（Ａ）は、特許文献１の医療用鉗子の挟持部における概略断面図である。（Ｂ
）は、特許文献１の医療用鉗子の挟持部を形成する一方の板状部材の先端部分の内側面を
示す平面図である。（Ｃ）は、特許文献１の医療用鉗子の挟持部を閉じた状態における要
部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の医療用器具について詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の医療用器具の一実施形態における分解斜視図である。
【００２１】
　医療用器具１は、一対の長尺の板状部材２ａ、２ｂが、互いに一方の面３ａ、３ｂが対
向するように一端において結合され、当該結合端部４を支点として対向する面３ａ、３ｂ
が開閉自在とされている。
【００２２】
　医療用器具１では、対向するそれぞれの内側面５ａ、５ｂに、溝６が綾目配設されてお
り、溝６によって区切られた錐体状の第１の突起７が複数整列配置された挟持部８を構成
している。
【００２３】
　また、医療用器具１では、挟持部８の突起７が、閉鎖状態において、対向する挟持部８
の溝６内に挿嵌されて、溝６の底面６ａと第１の突起７の頂点部７ａとの間に空隙９を維
持したまま噛み合うことを特徴とする。
【００２４】
　また、医療用器具１が攝子、鉗子、および内視鏡用鉗子からなる群より選択される少な
くとも一種であることが好ましく考慮される。
【００２５】
　本実施形態では、医療用器具１として、長尺の医療用攝子１ａについて記載しているが
、長尺の医療用攝子１ａよりも短尺である医療用攝子や、通常時は先端の挟持部が接近し
た閉鎖状態であり、把持部に力を加えることにより挟持部が離間して開放状態となる逆動
作ピンセットについても適用される。また、医療用鉗子や長尺の筒体部を有する内視鏡用
鉗子等についても適用される。
【００２６】
　なお、本発明の一実施例で説明する長尺の医療用攝子１ａとしては、例えば、全長が１
４０ｍｍ以上の医療用攝子を例示することができる。
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【００２７】
　図１に示したように、１ａは医療用攝子、いわゆるピンセットであり、図中上側に位置
する板状部材２ａと、下側に位置する板状部材２ｂとが、互いに一方の面３ａ、３ｂが対
向するように一方の端部である結合端部４において結合されている。
【００２８】
　板状部材２ａ、２ｂの材質は、医療用攝子または医療用鉗子に通常使用されているもの
であれば、特に制限されることはない。例えば、ステンレス鋼等の剛性を有する金属や、
樹脂等が例示される。医療用という用途を考慮すると、乾熱処理やオートクレーブ処理、
紫外線照射、各種消毒薬による処理等の滅菌・殺菌操作を経ても劣化がほとんどみられな
い、金属製の板状部材を用いることが好ましく考慮される。一方、樹脂製の板状部材を用
いる場合、金型を用いた射出成型等により、加工精度の高い医療用攝子１ａを生産性良く
得ることができる。また、ディスポーザブル、すなわち使い捨ての医療用攝子として利用
することも可能である。
【００２９】
　これら一対の板状部材２ａ、２ｂは、一方の端部において結合されて結合端部４を形成
しているが、板状部材２ａ、２ｂが金属製である場合、溶接等の公知の方法によって結合
することができる。一方、板状部材２ａ、２ｂが樹脂製の場合には、板状部材２ａ、２ｂ
が予め一端において結合されて結合端部を形成した形状として一体成形することができる
。
【００３０】
　板状部材２ａ、２ｂの結合端部４から先端部１０間の略中央部の外側面には、先端部１
０の対向する内側面５ａ、５ｂに設けられた挟持部６の接近または離間を自在に操作可能
とする把持部１１が設けられている。ここで、略中央部とは、板状部材２ａ、２ｂのまさ
に中央部を含むのみならず、その近傍をも含むことを意味している。
【００３１】
　使用者が、把持部１１に指先で力を加えることにより、先端部１０の内側面である挟持
部８を接近させることができ、反対に、把持部１１に加える力を緩めることにより、挟持
部８を離間させることができる。このように、把持部１１を操作することにより、医療用
攝子１ａの挟持部８において臓器や組織等を把持、固定することが可能となる。
【００３２】
　把持部１１には、使用者が医療用攝子１ａを操作する際の滑り止めとして、複数の突条
１２または第２の突起１３が設けられていることが好ましく考慮される。
【００３３】
　複数の突条１２の形状については、例えば、矩形、長円形等様々な形状を取り得る。
【００３４】
　第２の突起１３の形状については、例えば、三角錐、四角錘等の角錐形等が例示される
。
【００３５】
　これら複数の突条１２および第２の突起１３については、その長軸方向が医療用攝子１
ａの長手方向と直交する短手方向に配置されることが好ましく考慮される。
【００３６】
　また、突条１２にかえて凹溝とすることも考慮される。
【００３７】
　このような突条１２または第２の突起１３が把持部１１に設けられていることにより、
手術用手袋を装着している場合であって、医療用攝子１ａを確実に把持することができる
。
【００３８】
　医療用攝子１ａでは、結合端部４において対向面３ａ、３ｂが当接して固着されている
以外は、上下の板状部材２ａ、２ｂは一定の間隔を保ったまま対向している。医療用攝子
１ａの開放端部である挟持部８の間隔は上下の板状部材２ａ、２ｂ間の対向する間隔より
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も狭く、かつ等間隔に形成されている。すなわち、挟持部８の間隔は、臓器や組織等を把
持できる間隔であることが好ましく、この間隔が必要以上に広い場合、挟持部８を接近さ
せるために、把持部１１に対してより多くの力をかける必要が生じ、使用者の手指への負
担が増大して手術時の精密な作業の妨げとなるおそれがある。
【００３９】
　このような医療用攝子１ａにおいては、図２の平面図および図３の平面図に示したよう
に、先端部１０の対向するそれぞれの内側面５ａ、５ｂに、溝６が綾目配設されており、
溝６によって区切られた、錐体状の第１の突起７が複数整列配置されて挟持部８を構成し
ている。図中において７ａは、第１の突起７の頂点部を示している。なお、図２中におい
て、溝６の交点では、溝６を示す線が集中するため濃色で表示されているが、実際には、
その他の溝６と同様の外観を呈する。
【００４０】
　図２の平面図および図３の平面図に示したように、溝６の交差角度θは、３０°以上１
２０°以下であることが好ましく考慮される。溝６の交差角度θが上記の範囲内であれば
、溝６内に血液等の液体成分がとどまって目詰まりすることが起こりにくく、医療用攝子
１ａによる臓器や組織の把持しやすさを長時間に亘って維持することができる。
【００４１】
　溝６の断面形状は、底部に角を有する凹溝や、Ｖ字溝、円弧状の溝等、特に制限される
ことなく設計可能であるが、血液の付着等を考慮すると図４や、図３のＡ－Ａ’断面図で
ある図５や、挟持部８の閉鎖状態を示した模式図である図６に示したように、角部のない
円弧状の溝であることが好ましく考慮される。また、溝６の形状が円弧状である場合、断
面形状がレモン型を二等分した形状であってもよいし、楕円形あるいは真円形を二等分し
た形状であってもよい。溝６の曲率半径Ｒとしては、０．１以上０．５以下であることが
好ましく考慮される。曲率半径Ｒが上記の範囲内であれば、溝６内に血液等の液体成分が
とどまって目詰まりすることが起こりにくく、医療用攝子１ａによる臓器や組織の把持し
やすさを長時間に亘って維持することができる。
【００４２】
　このような溝６によって区切られた第１の突起７は、錐体状の形状を有している。第１
の突起７の形状としては、例えば、三角錐、四角錘、あるいは、図６に示したように、円
弧状の稜線を有し、かつ、平坦な頂点部７ａを有している錐体形状等が例示される。
【００４３】
　挟持部８が、このような形状の第１の突起７を有していれば、図６の模式図およびその
図中図に示したように、第１の突起７が、閉鎖状態において、対向する挟持部８の溝６内
に挿嵌されて、溝６の底面と第１の突起７の頂点部７ａとの間に、空隙９を維持したまま
噛み合うことができる。空隙９においては、臓器や組織等は、溝６と第１の突起７の頂点
部７ａとに押圧されることがなく、空隙９の体積の範囲内において、自在に弾性変形する
ことができるので、従来の医療用攝子より傷害が生じにくく、より愛護的に把持、固定さ
れる。
【００４４】
　また、このような形状の第１の突起７であれば、挟持部８を閉鎖状態としたとき、多角
錐形状の突起と比較して、臓器や組織等は、特定の点ではなく、溝６および第１の突起７
の広い面において接することになるため、従来の医療用攝子より傷害が生じにくく、より
愛護的に把持、固定される。しかも、挟持部８に一旦付着した血液等が第１の突起７の表
面にとどまりにくく、血液による溝６の目詰まりも抑制することができる。
【００４５】
　また、第１の突起７の高さとしては、例えば、０．０５ｍｍ以上０．２ｍｍ以下である
ことが好ましく考慮される。第１の突起７の高さが上記の範囲内であれば、製造コストを
抑えつつ、臓器や組織等を確実に把持、固定することができる医療用攝子１ａを提供する
ことができる。
【００４６】
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　挟持部８の長尺方向の長さとしては、例えば、１ｃｍ～５ｃｍの範囲が例示される。挟
持部８の長尺方向の長さが、上記の範囲内であれば、臓器や組織等を確実に把持、固定す
ることができる医療用攝子１ａを、製造コストを抑制しつつ生産することが可能となる。
【００４７】
　また、挟持部８に設けられる突起７の数としては、例えば、１ｃｍ２当たり１００個以
上４００個以下、好ましくは２００個以上３５０個以下であることが例示される。挟持部
８における単位面積当たりの第１の突起７の数が上記の範囲内であれば、製造コストを抑
えつつ、臓器や組織等を確実に把持、固定することができる医療用攝子１ａを提供するこ
とができる。
【００４８】
　このような、溝６、突起７を備える挟持部８は、板状部材２ａ、２ｂが金属製の場合、
先端部１０の内側面５ａ、５ｂを公知の方法により切削加工したり、対応する形状の金型
を板状部材に押圧して転造することにより形成することが可能である。加工の緻密さを考
慮すると、転造よりも切削により溝６および突起７を形成することが好ましく考慮される
。
【００４９】
　切削加工の方法としては、金属加工で通常用いられる手段であれば、特に制限されるこ
となく適用することが可能であるが、例えば、ボールエンドミルを用いた切削等が例示さ
れる。前記ボールエンドミルを用いた切削では、すり鉢状に金属部材２ａ、２ｂが切削さ
れるため、前記ボールエンドミルを直線状に移動させることにより、溝６の形状がおのず
と円弧状になる。したがって、本実施形態の医療用攝子１ａの溝６および突起７の形成に
好ましく用いられる。
【００５０】
　また、突起７の表面に、板状部材２ａ、２ｂの長手方向と平行に二つの突条部が対向配
置されていることも好ましく考慮される。前記突条部が対向配置された突起７では、前記
突条部間に微小な溝が形成されることになり、この溝を介して血液などの液体成分が流れ
やすくなる。そのため、前記突条部が設けられていない突起７を有する医療用攝子１ａと
比較して、さらに血液の付着による溝６の目詰まりを抑制し、把持しやすさを保つことが
できる。
【００５１】
　このようにして得られる医療用攝子１ａは、様々な臓器や組織などを愛護的かつ確実に
把持、固定することができる。例えば、図７に示したように、肺Ａの一部をメスＢを用い
て切除する外科的手術を行う場合や、図８に示したように、腸管Ｃの一部をハサミＤを用
いて切開、切断する外科的手術を行う場合などにおいて、本発明の医療用攝子１ａは、表
面が滑りやすい肺Ａや腸管Ｃ等の臓器を愛護的かつ確実に把持、固定することができる。
【００５２】
　また、例えば、図９に示したように、肺Ａを覆う薄い膜組織である胸膜Ｅを、電気メス
Ｂ’で焼き切り、肺血管Ｆを露出させる場合や、図１０に示すように、血管Ｇの表面を覆
う血管鞘Ｇ’を把持して破り、血管Ｇを露出させる場合などにおいて、本発明の医療用攝
子１ａは、薄く保持しにくい膜組織を愛護的かつ確実に、把持、固定することができる。
【００５３】
　本発明の医療用器具は、以上の実施形態および以下の試験例によって限定されるもので
はない。板状部材や把持部等の構成の細部は様々に可能である。
【００５４】
　例えば、医療用攝子１ａは、一対の長尺の板状部材２ａ、２ｂが、一部分において交差
しており、把持部１１に力を加えると挟持部８が離間し、把持部１１への力を緩めると挟
持部８が閉鎖する、逆動作ピンセットとすることも可能である。逆動作ピンセットは、医
療用攝子としては、眼科用ピンセットあるいは脳神経外科手術用ピンセットなど、より精
密動作を要求される手術の場面において頻繁に用いられる。
［試験例］
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【００５５】
＜動物実験（ブタ）による医療用攝子の性能評価試験＞
　試験例として、図１１（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の写真に示したように、本発明の医療用攝子
（ＨＢＲ－１、２ｍｍ ｔｉｐｓ、すなわち先端部１０の幅が２ｍｍ、全長２４ｃｍ、挟
持部８に設けられた溝は、曲率半径Ｒ０．１５ｍｍの円弧状の溝である）を用いた。図１
１（Ａ）の写真に示したように、試験例に用いた本発明の医療用攝子では、把持部に第２
の突起を有する態様のものを用いた。
【００５６】
　比較例１として、図１２（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の写真に示したように、従来品の無外傷性
医療用攝子Ａ（ＡＥＳＣＵＬＡＰ、２ｍｍ ｔｉｐｓ、すなわち先端部の幅が２ｍｍ、全
長２４ｃｍ、挟持部は、一方の表面には、長手方向に凹溝が１本形成されており、その両
脇に突起が列状に形成されており、他方の表面には、長手方向に凹溝が２本形成されてお
り、凹溝間に突起が列状に形成されている）を用いた。
【００５７】
　比較例２として、従来品の医療用攝子Ｂ（ＳＣＡＮＬＡＮ、ＳＴＡＩＮＬＥＳＳ　ＳＴ
ＥＥＬ　ＦＯＲＣＥＰＳ　４００４－５０　ＤｅＢａｅｙ　Ｆｏｒｃｅｐｓ，　Ｆｌａｔ
　ｈａｎｄｌｅ，２ｍｍ　ｔｉｐｓ，９　１/２”＜全長２４ｃｍ＞、挟持部は、一方の
表面には、長手方向に凹溝が１本形成されており、その両脇に突起が列状に形成されてお
り、他方の表面には、長手方向に凹溝が２本形成されており、凹溝間に突起が列状に形成
されている）を用いた。
【００５８】
　以上のとおりの３種類の医療用攝子を用いて、性能評価試験を行った。
【００５９】
　具体的には、開腹した実験動物（ブタ）に対して、５名の外科医が、上記の３種類の医
療用攝子を用いて、臓器や薄い膜組織、血管等を把持、固定したときの、１）臓器の把持
しやすさ、２）膜（胸膜、血管鞘等）の把持しやすさ、３）血液付着の程度、４）把持に
よる臓器傷害の程度、の４つの性能について、評価することにより行われた。
＜結果＞
１）臓器の把持しやすさについて
　試験例および比較例１の攝子では、臓器の把持しやすさについて満足であるとの評価が
得られた。
【００６０】
　一方、比較例２の攝子では、試験例および比較例１の攝子と比較して、臓器の把持しや
すさについての満足度が低下する結果となった。
２）膜組織（胸膜、血管鞘等）の把持しやすさについて
　試験例および比較例１、２の攝子のいずれについても、胸膜や血管鞘等の膜組織の把持
しやすさについて、満足であるとの評価が得られた。したがって、試験例の攝子は、膜組
織の把持しやすさが、従来の攝子である比較例１、２の攝子と同程度に良好であり、医師
にとって満足できるものであることが確認された。
３）血液の付着の程度について
　試験例の攝子では、攝子の挟持部に設けられた溝への血液の付着の程度について、満足
であるとの評価が得られた。
【００６１】
　一方、比較例１の攝子では、満足であるとの評価は得られなかった。
【００６２】
　また、比較例２の攝子では、試験例の攝子よりも満足度が低い評価となった。　したが
って、試験例の攝子では、挟持部に設けられた溝への血液の付着の程度が、従来の攝子で
ある比較例１、２の攝子よりも良好であり、医師にとって満足できるものであることが確
認された。
４）把持による臓器傷害の程度について
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　試験例の攝子では、把持した臓器の傷害の程度について、満足であるとの評価が得られ
た。
【００６３】
　一方、比較例１、２の攝子では、把持した臓器の傷害について、不満であるとの評価が
得られた。
【００６４】
　したがって、実施例の攝子では、把持した臓器の傷害の程度が、従来の攝子である比較
例１、２の攝子よりも良好であり、医師にとって満足できるものであることが確認された
。
【符号の説明】
【００６５】
　１　医療用器具
　　１ａ　医療用攝子
　２ａ、２ｂ　板状部材
　３ａ、３ｂ　対向面
　４　結合端部
　５ａ、５ｂ　内側面
　６　溝
　７　第１の突起
　　７ａ　頂点部
　８　挟持部
　９　空隙
　１０　先端部
　１１　把持部
　１２　突条
　１３　第２の突起
　Ａ　肺
　Ｂ　メス
　Ｂ’　電気メス
　Ｃ　腸管
　Ｄ　ハサミ
　Ｅ　胸膜
　Ｆ　肺血管
　Ｇ　血管
　Ｇ’　血管鞘　
【要約】
【課題】簡便な構造でありながら、臓器や組織等を傷つけることなく、確実に把持、固定
することができる新規の医療用器具を提供すること。
【解決手段】対向するそれぞれの内側面５ａ、５ｂに、溝６が綾目配設されており、溝６
によって区切られた錐体状の第１の突起７が複数整列配置された挟持部８を構成し、この
挟持部８の突起７が、閉鎖状態において、対向する挟持部８の溝６内に挿嵌されて、溝６
の底面と突起７の頂点部７ａとの間に空隙９を維持したまま噛み合う。
【選択図】図３
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